
令和３年２月

お客様各位

兵庫信用金庫

『ひょうしんスーパー定期預金「春らんまん」規定』の電子化のお知らせ

平素は兵庫信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当金庫の、環境に配慮した取組み等の一環として、紙資源削減のため、令和３年２月１

９日より、『ひょうしんスーパー定期預金「春らんまん」規定』を電子化し、ホームページ

に掲載いたします。

電子化の対応により、当金庫ホームページで『ひょうしんスーパー定期預金「春らんま

ん」規定』をご確認いただけるようになることから、当金庫窓口での配付を終了させてい

ただきますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、当金庫ホームページの閲覧が困難な場合は、窓口までお申し出ください。書面に

てお渡しいたします。

記

電子化する預金規定

・『ひょうしんスーパー定期預金「春らんまん」規定』

以上



ひょうしんスーパー定期預金「春らんまん」規定 

 

１．預入れ 

（１）この預金への預入れは「個人」のお客様に限ります。（個人事業者のお客様も含みます。） 

（２）預入期間は 1 年、3 年のいずれかとし、自動継続のスーパー定期〈自由金利型定期預金

（Ｍ型）〉(期間 3 年は複利型）として取扱います。 

２．継続後の利率 

この預金の継続後の適用利率は、満期日時点の本商品所定の特別利率にて継続させて

いただきます。ただし、満期日時点で本商品の取扱いを中止している場合は、満期日におけ

るスーパー定期それぞれの期間の店頭表示利率にて自動継続いたします。 

３．利息 

（１）利息は預入日（継続の場合はその継続日）から満期日の前日までの日数および証書・通帳

記載の利率（継続後の預金については上記２の利率。以下これらを「約定利率」といい

ます。）によって、計算（期間3年の定期預金については、6カ月複利の方法で計算）して

満期日に支払います。 

（２）当金庫がやむをえないものと認めて、この預金を満期日前に解約する場合には、その利息

は、預入日から解約日の前日までの日数について次のとおり預入期間に応じた利率

（小数点第４位以下は切捨てます。）によって、計算（期間3年の定期預金については、6

カ月複利の方法で計算）して、この預金とともに支払います。 

＜満期日前の解約の場合＞ 

A．期間 1年の場合 

預入期間 解約利率 

6 カ月未満 解約日における普通預金利率 

1 年未満 約定利率×10% 

B．期間 3年の場合 

預入期間 解約利率 

6 カ月未満 解約日における普通預金利率 

1 年未満 約定利率×40% 

×20% 

1 年 6 カ月未満 約定利率×50% 

2 年未満 約定利率×60% 

2 年 6 カ月未満 約定利率×70% 

3 年未満 約定利率×90% 

※満期日前の解約利率は、解約日における普通預金利率を下限とします。 

 

なお、本規定に定めのない事項については、預金規定集〈共通規定〉〈総合口座取引規

定〉および〈自由金利型定期預金（Ｍ型）規定〉により取扱います。 




